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履行保証保険及び工事履行保証による契約保証に係る保証証書等の電子化について（通知） 

 

 

 日頃から、本市の契約事務に御協力いただき誠にありがとうございます。  

さて、令和５年３月９日付４川財契第９２４６号、令和５年９月２８日付５川財契第４９３８

号、令和７年６月２７日付７川財契第２３１１号で通知しましたとおり、履行保証保険及び工事履

行保証（履行ボンド）による契約保証に係る保証証書等の電子化につきましては、国に準じて暫定

的な取り扱いとしておりましたが、このたび、国の暫定的な取り扱いが終了したことを受けて、本

市におきましても、次のとおり、電磁的方法による保証を実施するにあたり「保証証券等確認シス

テム」を使用した仕組みに移行することとしましたので、お知らせいたします。 

 

１ 本通知で対象となる契約保証 

  履行保証保険及び工事履行保証（履行ボンド）による契約保証 

  なお、前払保証及び前払保証事業会社による契約保証（※）につきましても、引き続き電磁的 

方法による保証を実施いたします（現行の取り扱いに変更はありません）。 

（※）東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社又は西日本建設業保証株式会社 

の３社による契約保証 

 

２ 開始時期 

  令和８年４月１日以降に契約保証に係る手続きを開始する案件から適用します。 

※ 令和８年３月３１日までに契約保証の手続きを開始した案件につきましては、なお、現行 

の取り扱いとします。 

 

３ 対象の契約 

  川崎市が発注するすべての案件とします 

なお、前払保証及び前払保証事業会社に係る契約保証の電磁的記録に係る手続きも、引き続き

川崎市が発注するすべての案件が対象になります（現行の取り扱いに変更はありません） 

 

４ 具体的な手続方法について 

別添「履行保証保険及び工事履行保証（履行ボンド）による契約保証の手続きについて」を御

参照ください。 



なお、「保証証券等確認システム」に対応している損害保険会社は、次の８社になります。こ

れ以外の損害保険会社と契約する場合は、書面による保証証書の取扱いをお願いいたします。 

 

≪「保証証券等確認システム」に対応している損害保険会社≫ 

・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 様 

・ＡＩＧ損害保険株式会社 様  

・共栄火災海上保険株式会社 様 

・損害保険ジャパン株式会社 様 

・大同火災海上保険株式会社 様 

・東京海上日動火災保険株式会社 様  

・日新火災海上保険株式会社 様 

・三井住友海上火災保険株式会社 様 

 

５ その他  

「保証証券等確認システム」に対応している損害保険会社の場合でも、従来どおり、書面による

保証証書の取扱いも可能です。 

 

 

 

 

 （問合せ先） 

川崎市財政局資産管理部契約課 

土木契約係 電話：044-200-2099 

建築契約係 電話：044-200-2101 

委託契約係 電話：044-200-2097 

物品契約係 電話：044-200-2093 

E-Mail 23keiyak＠city.kawasaki.jp 



 

 

 

別添資料 

「履行保証保険及び工事履行保証（履行ボンド）による契約保証の手続きについて」 

（一般社団法人日本損害保険協会作成「保証証券等確認システム受発注者さま向けマニュアル」より抜粋） 
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